
六
九

年
奥
村
策
目
が
、
家
臣
生
龍
平
作
・中
川
間
孫
兵
衛
天

一
巳
酉
十
月
初
二
詰
於
否
問
開
会
門
生
一品
川
伸
一
連
と
あ
る
。
一

ハ
ン
ソ
イ
カ
イ
シ
ョ
ウ

藩
祖
逮
-誠
抄

一
加
。
一
詮
守
す
べ
き
こ
と
を
告
げ
た
。
然
る
に
景
徳
は
叉
私

野
久
米
准
を
し
て
組
制
せ
し
め
た
告
の
で
、
何
年
以

一

バ
ン
セ
イ
ト
ウ
フ
ミ
ン
ジ
ン
ゾ
タ
サ
ン

寓
姓
統

一
泊
名
高
徳
公
辿
誠
抄
o
w財永一
泊
年
森
凶
年
次
結
。

E
一
訟
を
加
へ

、
そ
の
人
民
を
池
小
な
ら
し
め
て
録
泌
し

径
は
年
々
泊
犯
し
た
の
で
あ
る
o

一
諮
明
人
経
纂
前
川
綱
紀
の
命
を
焚
け
、
仰
臣
巾
泉
一
相
公
治
誠
の
従
併
で
、
持
士
の
川田
開
削
し
た
締
本
を
比

一
た
の
で
、
前
川
綱
紀
は
品
目
徳
が
命
に
従
は
ざ
る
を
お

パ
ン
ス
イ
イ
チ
ロ

高
水

一
一
蕗
辿
倣
附
防
日
開
州

一
耐
信
を
し
て
編
制
喧
し
め
た
も
の
で
、
事
保
十
年
に
一
服
し
て
異
同
を
正
し
、
保
々
の
取
れ
を
結
記
録
に
徴
一
目
的
、
そ
の
任
を
出
闘
う
て
針
陪
せ
し
め
、
新
た
に
桜
山

永
閑
の
者
で
、
源
氏
物
的
の
抄
で
あ
る
。
そ
の
附
に

一
成
っ
た

o
m姓
統
的
が
元
時
代
ま
で
の
人
名
僻
岱
で
一
し
て
そ
の
趣
旨
を
述
べ
た
・も
の
で
あ
る
。

一
安
防
を
棚
悼
ん
で
之
に
代
へ
た
。
正
徳
一苅
年
八
且
七
日

行
は
れ
る
も
の
は
、
放
郎
三
年
の
出
板
で
、
倭
桜
町

一
あ
る
か
ら
、明
時
代
の
も
の
を
約
輸
し
た
の
で
あ
る
。
一

ハ
ン
ソ
セ
イ
レ
ツ
キ

藩
担
感
烈
記
七
加
。
一

一
夜
、
以
七
十
一
。

結
考
に
は
、『
悶
水
一
川
尚
北
H

八
時
世
あ
り
。
源
氏
の
併
な

一

ハ
ン
セ
イ
ル
イ
シ
ユ
ウ

藩
政
顕
波

六
加
。
主
一
名
器
統
別
史
。
天
保
九
年
商
坂
山
訳
者
。
前
田
利
家
の
一

ハ
ン
ダ
ジ

ヘ
イ

牟
田
治
兵
衛

後
惣
兵
衛
と
改

。
。
能
積
の
永
制
作
。
永
闘
は
且
村
知
世
間
師
弟
子
な

一
と
し
て
前
山
綱
紀
時
代
の
公
文
書
を
附
制
服
・務
報
・法
一
停
を
、
一
若
者
が
昌
平
裂
に
在
っ
た
時
一
問
。文
で
普
い
た
一
め
た
。
天
正
中
松
任
に
於
い
て
前
川
利
長
に
仕
へ

、

り
。
辿
散
に
名
あ
る
者
な
り
。
承
惚
年
中
松
永
点
徳

一
合
・股
寧
・法
令
・武
附
邸
前
・佳
作
・戸
姉
・封
域
・訴
一
・
も
の
で
あ
る
。
明
治
入
年
永
山
平
太
の
肢
が
あ
る
。
一
四
百
五
十
石
を
筒
し
、
元
利
元
年
別
問
。
子
孫
滞
に
附

校
合
し
て
刊
行
す
。
点
徳
倭
宰
の
政
あ
。
。
』
と
し
亡

一
論
・闘
相
刊
の
十
二
柄
引
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。
一

パ
ン
ダ

番
困

石
川
郡
山
口
川
郷
に
闘
す
る
部
務
。
一
段
ず
る
。

ゐ
る
。

』
ヲ
パ
タ
エ
イ
カ
ン
小
冊棚氷
附
。

一

ハ
ン
セ
キ
ホ
ウ
カ
ン

版
籍
奉
還

こ
〉
加
到
務
一
川
田
長
三
年
九
且
八
日
附
、
番

m村
・
安
問
村
百
姓
申
一

パ
ン
ダ
シ
ン

番
田
新

石

川
淵
山
時
倒閣
に
闘
し
、

バ
ン
ス
ケ
ナ
ガ
伴
資
長

沼
抑
制
九
兵
街
。
一
二
郎

一
ll
別
治
二
年
正
且
什
九
日
間
凶
附
出
家
は
入
油
田
し
、
天
一
宛
所
の
前
回
利
家
が
印
物
に
、『
世
田
村
之
義
如
前
々
此
一

上
安
凹
新
と
共
に
迎
上
ぬ
と
い
う
た
が
、
そ
の
地
能

兵
衛
町
発
子
。
貸
永
元
年
治
知
一
二
百
討
を
泌
ぐ
o
加

一
泉
の
持
に
東
京
に
再
幸
し
給
は
ん
と
す
る
際
之
に
供
一
方
向
後
逗
付
候
係
、
年
賀
等
急
ん
す可
沙
汰
候
G

然
者
一
安
部
出
合
舟
と
入
合
で
あ
っ
た
か
ら
、
明
治
品川
四
年

越
能
万
鍛
冶
銘
税
の
若
が
あ
る
。

一
務
せ
ん
こ
と
を
出
版
し
て
、
二
且
八
日
そ
の
允
前
を
一
緋
自
問
中
候
閥
、
叫
荷
役
有
間
放
似
o
若
何
か
と
巾
族
有
一
凡
べ
て
之
を
石
川
郷
に
回
せ
し
め
、
新
た
に
出
合
。

パ
ン
ス
ケ
マ
ザ
伴
資
政

姐
聡
無
理
共
術
o
父

一
得
た
o
こ
の
日
間
同
町
a
亦
版
符
を
都
巡
せ
ん
こ
と
を
防
一
之
候
は
ど
可
注
進
候
也
0
』
と
閉
め
た
の
が
あ
る
。
騨
一
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。

無
理
兵
衛
の
鱗
男
o
m岡
安
四
年
弟
M
K
之
と
共
に
前
凶

一
う
た
が
、
東
京
に
む
御
の
後
公
椛
を
縦
く
し
て
許
否
一
目
と
は
、
小
松
の
丹
羽
長
置
と
の
領
墳
で
あ
っ
た
こ
一

ハ
ン
ダ
ナ
ガ
カ
タ

字
国
長
方
泊
椴
徽
佐
。
竿

利
M
M
に
仕
へ
、
三
回
討
を
4
1
け
、
後
回
に
二
刊
五
十

一
を
決
せ
ん
こ
と
を
告
げ
し
め
給
ひ
、
日
つ
除
め
そ
の

一
と

を

い

ふ

の

で

あ

る

。

一

凶

元

叩

閣

の

刻

。

新

知

加
哨
併
せ
て
側
首
T1
J1
石
を
側

石
を
加
へ
ら
れ
た
。
資
政
大
坂
の
役
玉
諮
口
に
仲
間
う

一
版
鮒
に
闘
す
る
湖
資
恕
な
犯
出
ぜ
ん
こ
と
を
命
じ
給

一

パ
ン
ダ
イ

番
代

田
耐
政
の
時
、
十
村
治
番
に
代
一
し
、
延
貸
八
年
十

M
サ
九
日
初
め
て
仰
持
弓
聞
を
命

亡
山
闘
を
得
、
正
保
四
年
溢
老
し
、
円
山
川
世
俗
亡
謎
老

一
う
た
。
三
且
叶
八
日
東
京
一
泊
剛
山
。
前
後
初
廷
は
、
裕
一
る
者
の
穏
で
、

一
郡
に
一
人
宛
を
也
き
、
そ
の
給
銀
一
ぜ
ら
れ
た
。
元
職
三
年
即
日
。

料
と
し
た
。
殴
安
二
年
夜
。

一
侠
仰
の
則
論
稿
ね
版
鰐
田
中
訟
を
是
開
削
す
る
に
あ
る
を
一
一
は
榔
打
銀
か
ら
支
出
し
た
。
何
日
御
部
役
所
に
あ
る
一

ハ
ン
ダ
ハ
ン
ベ
イ

字
国
宇
兵
衛
見
川
町
荒
子
に

パ
ン
セ
イ

伴
走

逝
稿
五
六
郎
。
大
波
に
て
加

一
確
か
め
た
る
を
以
て
、
六
周
十
七
日
間
出
山
中
容
を
拐
し
一
十
村
結
腕
に
出
動
し
、
そ
の
郡
に
開
閉
す
る
取
次
を
な
一
於
い
て
前
川
利
家
に
仕
へ
、
総
漸
〈
泌
ん
で
八
千
石

れ
滞
の
御
悩
宿
及
び
担
米
御
用
を
勤
め
た
列
民
間
郎

一
給
う
て
そ
の
前
を
前
し
給
ひ
、
公
卿
締
俣
の
判
明
を
級

一
す
も
の
で
、
手
代
の
上
位
に
在
る
。
文
政
四
年
に
は
一
に
主
っ
た
。
天
正
十
二
年
末
森
役
に
従
ひ
、
十
八
年

兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
。
市
郎
兵
衛
車
問
に
芯
が
あ
り
二
し
て
悉
く
部
族
に
列
し
、
鹿
山
叫
'
を
金
制
作
滞
知
事
に
任

一
手
附
椋
取
と
改
め
た
こ
と
も
あ
る
。
叉
別
に
諸
制
番
一
八
王
子
役
に
は
母
衣
役
を
勤
め
て
職
授
。
子
孫
滞
に

狩
を
弄
び
、
後
来
を
隠
し
て
金
制
作
に
日
し
た
が
、
政

一
じ

給

う

た

。

一

代

と

い

ふ

も

の

一
人
が
文
化
六
年
頃
か
ら
初
。
、
諸
一
防
磁
す
る
。

年
を
綬
て
正
徳
四
年
か
ら
刊
ぴ
侭
縦
三
瓜
石
の
廻
米

一
C

C大
山
品
寺
務

l
川
明
治
二
年
二
且
十
日
前
山
利
回
]は
一
部
御
扶
持
十
村

の

代

理

を

勤

め

た

。

一

ハ
ン
ダ
ヒ
ョ
ウ
ザ
エ
モ
ン

字
国
兵
左
衛

門

元

御
別
を
命
ぜ
ら
れ
、
士
列
と
な
り
、
艇
な
く
大
坂
に

一
版
抑
制
務
滋
の
脳
部
を
提
出
し
た
が
、
官
二
日
行
政
官
一

ハ
ン
ダ
カ
ゲ
ノ
リ
字
国
最
徳
遇
制
桝
惣
兵
衛

，、
-J 


